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外国人児童生徒教育の現状
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共生社会の実現に向けた帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援

○ 外国人がその保護する子を公立義務教育諸学校へ就学させることを希望する場合、国際人権規約等を踏まえ、無償で受
け入れており、日本人児童生徒と同一の教育を受ける機会を保障。

○ 公立学校における日本語指導が必要な児童生徒（日本国籍含む）は１０年間で１．５倍増（平成３０年度に５万人超）。

○ 他方、こうした児童生徒のうち２割以上が、日本語指導等の特別な指導を受けることができていない。

○ また、令和元年度の調査では、約２万人の外国人の子供が、就学していないか、就学状況が確認できていない状況にあ
ることが明らかに。

⇒ 外国人の子供の就学促進を図り、日本語指導が必要な児童生徒に対する指導・支援体制を充実させるとともに、
日本人と外国人の子供が共に学ぶ環境を創出することにより、活力ある共生社会の実現を図る。

ポルトガル語, 

9,851人

中国語, 

8,427人
フィリピノ語, 
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韓国・朝鮮語, 537人

その他, 

4,723人

多様化の進展（外国人児童生徒の母語）

都道府県別日本語指導が必要な児童生徒数

5,000人～：
1,000人～：
100人～ ：
～99人 ：

集住・散在化（学校への在籍状況）

出典：文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入れ状況等に関する調査（平成30年度）」

※対象児童生徒が100人以上いる
学校も全国に13校存在

※公立小・中学校に在籍する日本語指導が必要な外国籍児童生徒数 36,576人
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（出典）文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（平成30年度）」

（小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、義務教育学校、特別支援学校）
（人）
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公立学校における日本語指導が必要な児童生徒数の推移①
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外国人児童生徒等教育に関する施策の充実
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外国人の子供たちが将来にわたって我が国に居住し、共生社会の一員として今後の日本を形成する存在であることを前提に、学校等において
日本語指導を含めたきめ細かな指導を行うなど、適切な教育の機会が提供されるよう以下の取組を行う。

施策の目標

日本語指導が必要な児童生徒等の教育支援基盤整備事業 21百万円（23百万円）
・「かすたねっと」による多言語文書、日本語指導教材等の提供 ・アドバイザーの派遣 ・外国人の子供の就学状況等調査 等
⇒（本事業により達成される成果）日本語指導にかかる施策立案に関する助言・指導や情報共有などが図られ、外国人児童生徒等の教育支援体制の基盤が形成される。

外国人の子供の就学促進事業
107百万円（107百万円）

＜支援メニュー＞ 補助率3分の1
・就学状況等の把握、就学ガイダンス
・日本語指導、学習指導 等
⇒（本事業により達成される成果）
不就学を防止し、すべての外国人の子供の
教育機会が確保される。

多文化共生に向けた日本語指導の充実に関する調査研究
36百万円（36百万円）

・集住地域：多文化共生のための効果的な教育課程編成や指導方法開発 等
・散在地域：拠点校、遠隔支援校の設置による効果的な指導体制の構築 等
⇒（本事業により達成される成果）
モデル化を通じて、多様な文化的背景を理解しながら学ぶ環境が創造される。

高等学校における日本語指導体制整
備事業 22百万円(19百万円）

・日本語指導等の指導資料の作成
⇒（本事業により達成される成果）
高校段階における指導体制が整備されることに
より、高校中退を防止し、進路選択の充実が図
られる。

課
題

入国・就学前 義務教育段階 高等学校段階
• 最大で２万人が不就学の可能性 • 日本語指導が必要な児童生徒は５万人

• うち、２割が特別の指導を受けられていない

• 年間で１割が中退

• 大学等進学率は４割

進学・
就職へ

①就学状況の把握、就学の
促進

②指導体制の確保・充実
③日本語指導担当教師等の指導力の向上、支援環境の改善

⑤異文化理解、母語・母文化を尊重した取組の推進

④中学生・高校生の進学・
キャリア支援の充実

体
制
整
備

指
導
内
容
構
築

外国人児童生徒等への教育の充実
令和4年度要求額 12億円

(前年度予算額 9億円)

帰国・外国人児童生徒教育等に係る研究協議会等 0.７百万円（0.7百万円）

帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業 969百万円（723百万円）

＜支援メニュー＞ 補助率3分の１

・拠点校方式による指導体制構築 ・日本語指導者、母語支援員派遣 ・ICT活用 ・高校生に対する包括的な支援 等

⇒（本事業により達成される成果）
学校生活に必要な日本語指導、教科との統合指導、進路指導など、外国人児童生徒等に対する総合的・多面的な指導・支援体
制が地域の実情に沿って構築される。
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帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業
令和４年度要求額 1,076百万円

(前年度予算額 830百万円)

背景 課題あああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああ

✔ 公立学校で日本語指導が必要な児童生徒は5.1万人（10年間で1.5倍）と増加し、多様化に加えて集住化・散在化が進行

✔ 学校生活に必要な日本語等を身に付けるための特別な指導を受けていない児童生徒が約２割存在

特別な指導を受けている児童生徒のうち「特別の教育課程」による指導を受けている児童生徒は約６割に留まる

✔ 学齢相当の外国人の子供のうち不就学、又は不就学の可能性のある者は約２万人

事業内容

➢ 外国人児童生徒等の増加・多様化などの状況変化に対応しつつ、地域の実情に応じた適切な指導・支援体制が構
築されることで、日本語指導が必要な全ての児童生徒に対する全国的な教育機会の確保・教育水準確保につなげ
る。

（参考）令和３年度補助実績

⇒ 外国人の子供の就学促進を図るとともに、帰国・外国人児童生徒等の学校での教育環境を整備するためには、日本語指

導補助者や母語支援員の派遣等の指導体制の構築や、きめ細かな指導を行うためのICTを活用した支援等、各地方公共

団体が行う取組みに対する支援を拡充することが不可欠。

Ⅱ．外国人の子供の就学促進事業
(事業期間：H27~)

要求額 ：107百万円（107百万円）

補助対象：都道府県・市区町村

補助率 ： １／３

Ⅰ．帰国・外国人児童生徒等に対する
きめ細かな支援事業（事業期間：H25~）

要求額 ：969百万円（723百万円）

補助対象 : 都道府県・市区町村
※指定都市・中核市以外の市区町村は
都道府県を通じた間接補助

補助率 ： １／３

【実施項目】
〇運営協議会・連絡協議会の実施
〇日本語指導補助者、母語支援員の派遣
〇幼児や保護者を対象としたプレスクール
〇親子日本語教室
〇ＩＣＴを活用した教育・支援
〇高校生等に対する包括的な教育・支援 等

【実施項目】
〇不就学等の外国人の子供に対する日本語、教
科、
母語等の指導のための教室

〇上記教室にて指導を行う指導員の研修
〇就学状況や進学状況に関する調査
〇日本の生活・文化への適応を目指した地域社会
との交流 等

【きめ細事業実施】
２６都道府県
１５指定都市
１８中核市
８０市区町村

きめ細、就学促進 ：
きめ細のみ ：

就学促進のみ ：

【就学事業実施】
1県
４指定都市
２中核市

１８市区町村

背景・課題

＜関連する政府方針(抄)＞
・2022年度までに必要とする全児童生
徒が日本語指導を受けられるようにする
。「対日直接投資促進戦略」(R3.6.2
推進会議決定)

・外国人の子供に対する日本語指導等
の支援体制の充実を図り、高等学校段
階において日本語の個別指導を教育課
程に位置付ける制度の2023年度から
の円滑な導入を目指す。
・2025年度までに全ての外国人の子供
の就学状況を一体的に管理・把握でき
るようにする。「成長戦略フォローアップ」
(R3.6.2閣議決定)

・就学促進を図るためにも、学校におけ
る受入れ体制の充実やきめ細かな日本
語指導の充実に取組む必要がある。「
外国人材の受入れ・共生に関する総合
的対応策」(R3.6.15関係閣僚会議決
定)

・「外国人材の受入れ・共生のための総
合的対応策」の施策を着実に実施する
。外国人の子供の就学支援等に取り組
む。「経済財政運営と改革の基本方針
2021」(R3.6.18閣議決定)

7



１．補助事業のメニュー（都道府県レベル、市区町村レベルの双方）
○日本語指導に関する運営・情報共有のための会議の開催
〇日本語指導補助者、母語支援員の派遣
〇幼児や保護者を対象としたプレスクールの開催
〇親子日本語教室の開催
〇ＩＣＴを活用した日本語指導の実施
〇高校生に対する日本語指導や進路指導等、包括的な支援の実施 等

２．補助対象経費
人件費、謝金、旅費、印刷製本費、借損料、通信運搬費、委託費 等

３．事業実績
令和３年度には、２６都道府県、１５政令市、１８中核市、８０市区町村にて事業実施

４．実施が予定されている事業（例）
○集住地域を指定してコーディネータを配置。小中学校を巡回し、編入時の対応や各校での日本語指導・保

護者対応への助言を行う。実践で得られた成果は県内各校で共有（岐阜県）
○都道府県レベルで日本語指導アドバイザー・母語支援員を確保し、必要とする市町村に派遣。また、就職

支援を行う就職実現コーディネータを外国人生徒が多数在籍する高校に配置。さらに、県外のNPO等を活
用したオンラインによる日本語指導を企画するなど、散在地域の支援体制構築を推進（三重県）

帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業
令和3年度予算額 723百万円

(前年度予算額 640百万円)
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概要
日本語指導が必要な帰国・外国人児童生徒等が、学校において特別の配慮に基づく指導を受けることが

できるようにするため、都道府県・市区町村が実施する体制整備等に要する経費を補助（補助率１／３）

実施主体：都道府県、市区町村



（群馬県）
伊勢崎市教育委員会
太田市教育委員会
大泉市教育委員会
玉村町教育委員会
伊勢崎市教育委員会

(北海道教育委員会

茨城県教育委員会

（栃木県）
小山市教育委員会
栃木市教育委員会
足利市教育委員会

埼玉県教育委員会

千葉県教育委員会
★千葉市教育委員会
●船橋市教育委員会
●柏市教育委員会 （東京都）

北区教育委員会
足立区教育委員会
●八王子市教育委員会
羽村市教育委員会
大田区
葛飾区
清瀬市

（神奈川県）
★横浜市教育委員会
★川崎市教育委員会
★相模原市教育委員会
●横須賀市教育委員会
厚木市教育委員会
藤沢市教育委員会
泰野市教育委員会
愛川町教育委員会
川崎市教育委員会

（福井県）
越前市教育委員会
鯖江市教育委員会

山梨県教育委員会
中央市教育委員会

静岡県教育委員会
★静岡市教育委員会
★浜松市教育委員会
★浜松市
焼津市教育委員会
小笠地区連絡協議会

岐阜県教育委員会
●岐阜市教育委員会
各務原市教育委員会
瑞穂市教育委員会
大垣市教育委員会
美濃加茂市教育委員会
可児市教育委員会
土岐市教育委員会
岐阜県
大垣市
美濃加茂市教育委員会
可児市

愛知県教育委員会 ★名古屋市
★名古屋市教育委員会 ●豊田市
●豊橋市教育委員会 豊川市
●岡崎市教育委員会 碧南市教育委員会
●豊田市教育委員会 西尾市教育委員会
瀬戸市教育委員会 蟹江町
小牧市教育委員会
豊明市教育委員会
岩倉市教育委員会
知多市教育委員会
安城市教育委員会
西尾市教育委員会
知立市教育委員会
みよし市教育委員会
半田市教育委員会
大府市教育委員会
高浜市教育委員会
蒲郡市教育委員会

三重県教育委員会
桑名市教育委員会
四日市市教育委員会
鈴鹿市教育委員会
亀山市教育委員会
津市教育委員会
松坂市教育委員会
伊賀市教育委員会
鈴鹿市教育委員会

滋賀県教育委員会
彦根市教育委員会
長浜市教育委員会
近江八幡市教育委員会
甲賀市教育委員会
湖南市教育委員会
東近江市教育委員会
日野町教育委員会
愛荘町教育委員会

（京都府）
★京都市教育委員会
宇治市教育委員会
八幡市教育委員会

大阪府教育委員会
★大阪市教育委員会
★堺市教育委員会
●豊中市教育委員会
●高槻市教育委員会
●八尾市教育委員会

兵庫県教育委員会
★神戸市教育委員会
●姫路市教育委員会
芦屋市教育委員会
三木市教育委員会
丹波篠山市教育委員会（鳥取県）

●鳥取市教育委員会
岩美町教育委員会
琴浦町教育委員会

（島根県）
●松江市教育委員会
出雲市教育委員会
邑南町教育委員会

★広島市教育委員会

（香川県）
観音寺市教育委員会
多度津町教育委員会

（福岡県）
★北九州市教育委員会
★福岡市教育委員会
●久留米市教育委員会
古賀市教育委員会
飯塚市教育委員会
苅田町教育委員会
★福岡市教育委員会 佐賀県教育委員会

大分県教育委員会
●大分市教育委員会

★新潟市教育委員会
三条市教育委員会

●郡山市教育委員会

●長野市教育委員会
飯田市教育委員会

●松山市教育委員会

●長崎市教育委員
会 ●和歌山市教育委員会

菊陽町教育委員会

令和３年度 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業
及び定住外国人の子供の就学促進事業 ＜実施自治体一覧＞

きめ細、就学促進両方：

きめ細のみ ：
就学促進のみ ：

青・・・きめ細実施自治体名
緑・・・就学促進実施自治体名
★・・・指定都市
●・・・中核市

庄内町教育委員会
（石川県）
小松市教育委員会

徳島県教育委員会
徳島市教育委員会
鳴門市教育委員会
小松島市教育委員会
阿南市教育委員会
吉野川市教育委員会
阿波市教育委員会
石井町教育委員会
松茂町教育委員会
藍住町教育委員会
板野町教育委員会
上板町教育委員会
東みよし町教育委員会

【きめ細実施自治体数】
２６都道府県
１５指定都市
１８中核市
８０市区町村
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これまでに作成した参考資料など

〇外国人児童生徒受入れの手引き

（外国人児童生徒の体系的かつ総合的な受入れのガイドライン）
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm

〇就学ガイドブック

（日本の教育制度や就学の手続等をまとめた就学ガイドブック）
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1320860.htm

〇外国人児童生徒のためのJSL対話型 アセスメント～ＤＬＡ～
（日本語能力の把握と、その後の指導方針を検討する際の参考となるもの）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.htm

〇外国人児童生徒教育研修マニュアル
（教育委員会が研修会を計画する際の参考となるもの）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345412.htm

〇情報検索サイト「かすたねっと」
（教育委員会等作成の多言語文書や教材の検索サイト）

https://casta-net.mext.go.jp/

〇学校教育におけるJSLカリキュラム
（日本語指導と教科指導を統合して指導するためのカリキュラム）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/008.htm（小学校）
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/011.htm（中学校）

10

〇外国人児童生徒等の教育に関する教職員・支援者向け研修動画コンテンツ
（学校での円滑な受入れや指導・支援について必要な知識を学ぶためのもの）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003_00004.htm

〇外国人児童・保護者向け動画コンテンツ
（日本の小学校の学校生活の様子についてアニメーションで紹介）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003_00004.htm



文部科学省では、教員を中心とする教育関係者が外国人児童生徒等に対して、効果的に日本語指導・教科指導等を行える環境づくりを
支援するため、情報検索サイト「かすたねっと」を公開しています。

このサイトでは、外国人児童生徒等の受入れ実績が豊富な教育委員会等作成の、「多言語の学校文書」や「外国人児童生徒等教育のた
めの教材」を、地域の実践事例として検索することができます。また、多言語の学校関係用語を検索したり、学校の予定表を多言語で
作成したりすることもできます。

目 的

教材検索 文書検索

サイト運営に関すること

問い合わせ先

外国人児童生徒等の教育のための情報検索サイ
ト

管理運営について

文部科学省総合教育政策局国際教育課日本語指導係 TEL 03-5253-4111（内線
2035）

https://casta-net.mext.go.jp/

検索サイトについて

トップページのアドレス

トップページの
このアイコンから
検索してください

「かすたねっと」は2020年度「日本語指導が必要な児童生徒等の教育支

援基盤整備事業」により、システム運用および公開情報の管理を㈱

BTreeに委託しています。

公開情報の管理のため、㈱BTreeの担当者が情報を公開されている教育

委員会等に対してご連絡させていただく場合があります。

用語検索 予定表作成

「かすたねっと」に登録されている著作物の内容、著作権などに関することは、それぞ
れの公開主体（教育委員会等）にお問い合わせください。

tagengo-gakko@googlegroups.comまでお寄せください。サイトの動作に問題がある場
合、お使いのコンピュータのOS名、ブラウザの名前とバージョン、どこからインターネ
ットに接続しているか、をあわせてお伝えください。

公開情報、サイトの動作、資料・
教材の掲載に関すること

リンク先の内容に関すること
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「外国人児童生徒受入れの手引き」の改訂について

○文部科学省において平成23年に策定。
○外国人児童生徒等の学校への受入れに当たり、日本語指導担当教師、学級担任、
学校の管理職、教育委員会の担当指導主事等、各関係者が取り組むべき事項を指
針として取りまとめたもの。

○外国人児童生徒の増加や多言語化、これまでの制度改正の状況に即応し、今般、
手引きの全面的な改訂を実施する。

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（平成30年12月）
近年の外国人の増加を踏まえ、学校や教育委員会等が受入れ体制の整備や外国人児童生徒等及びその
保護者とのコミュニケーションを適切に図ることができるよう、「外国人児童生徒受入れの手引き」を平成30年度
中に改訂する。《施策番号65》

○最新の統計データの反映

・「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」の結果等、最新の統計

データを本文や図表に反映。

○制度改正等のアップデート

・「特別の教育課程の編成・実施（平成26年）」「義務標準法の改正による教員定数

の基礎定数化（平成29年）」等、教育行政の制度改正内容等をアップデート。

○最新の指導ツールの提示

・「外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム」「外国人児童生徒

のためのJSL対話型アセスメントDLA」「情報検索ネット『かすたねっと』（リニューアル版）」

等、新たに開発された指導・支援ツールを盛り込む。

○支援体制の構築に関する記載の充実

・日本語教育の指導方法のみならず、地域における連携体制の構築や、市町村・都道府

県教育委員会における推進体制等に関する記述を充実・強化。

○先進的な自治体の取組事例をコラムとして収載

・「拠点校等の設置」「日本語指導が必要な中学生のための初期支援校」「連絡協議会

の取組」等、具体的な事例を提示し、各自治体の更なる取組を促進。

他

「手引き」のあらまし

改訂の主なポイント

なお、「外国人児童生徒受入れの手引」は、明石書店より発売されております。
12



外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修プログラム

概要
○ 外国人児童生徒等の教育を担う教員や支援者の資質・能力の向上を図るため、指導経験、地域や学校の状況・課題等

に応じて体系的な養成・研修を行うことを可能とするモデルプログラムを開発し、教育委員会や大学等に活用を周知。

（文部科学省委託事業により、公益社団法人日本語教育学会が作成。2019年度に完成）

モデルプログラムの活用の方法

資質・能力の４要素と課題領域 求められる具体的な力

捉える力
子どもの実態の把握

文化間移動と発達の視点から、外国人児童生徒等の状況を把握す
ることができる。

社会的背景の理解
外国人児童生徒等の背景や将来を、社会的、歴史的文脈に位置
付けることができる。

育む力
日本語・教科の力の育成

外国人児童生徒等の実態等に応じ、言語教育に関する専門的知
識に基づいて、日本語・教科の教育を行うことができる。

異文化間能力の涵養
外国人児童生徒等と周囲の子どもとの相互作用を通して、双方に異
文化間能力を育てることができる。

つなぐ力
学校づくり

保護者や地域の関係者と連携・協力して、よりよい支援、教育のため
の学校体制をつくることができる。

地域づくり
異なる立場の人々と協働しながら、学習環境としての地域づくりをする
ことができる。

変える／変わる

力

多文化共生社会の実現
社会的正義と公正性を意識し、多文化共生を具現化することができ
る。

教師としての成長
外国人児童生徒等に関する教育・支援活動を振り返り、自己の成
長につなげることができる。

①養成・研修の課題・
目的の明確化

●教員養成／日本語教師

養成

●現職教員研修

●支援員教育

●外国人児童生徒等の教

育を担う教員・支援員に

求められる資質・能力を

参照し、どのような資質・

能力を養成するかを決

定する。

②目標とする資質・
能力の決定

●資質・能力に対応する

「養成・研修の内容構成

（A～N)」から研修・授

業で取り扱うものを選定

する。

③授業・研修内容の
選定

●授業・研修の目標が達

成されたか。そのような資

質・能力が高まったか

●授業・研修の内容・方

法をどう調整すべきか評

価し、次の研修に活かす。

⑥評価

●目標を具体的に設定し、

内容に対応するプログラ

ム（講義型・活動型・

フィールド型・実習）から

適したものを選ぶ。

●授業・研修条件に合わ

せて、モデルプログラムを

部分的に切り出し、組み

合わせてカリキュラム（実

施計画）を作成する。

④カリキュラム(実施
計画)の決定

⑤
研
修
等
実
施

現場の状況、授業を行う科目
やコースの目的を設定する。

授業を行う科目やコースの目的
を設定する。

支援員の現場における役割

を確認し、課題を明確化する。

養成・研修の内容構成

Ａ 外国人児童生徒等
教育の課題

Ｈ 子どもの日本語教育
の理論と方法

Ｂ 外国人児童生徒等
教育の背景・現状・施
策

Ｉ 日本語指導の計画と
実施

Ｃ 学校の受入れ体制 Ｊ 在籍学級での学習支
援

Ｄ 文化適応 Ｋ 社会参加とキャリア教
育

Ｅ 母語・母文化・アイデ
ンティティ

Ｌ 保護者・地域とのネッ
トワーク

Ｆ 言語と認知の発達 Ｍ 現場における実践
（実地教育・研修）

Ｇ 日本語の特徴 Ｎ 成長する教師
（教員・支援員）

モデルプログラムの詳細については、日本語教育学会のホームページをご覧ください。 https://mo-mo-pro.com/
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外国人児童生徒等の教育に関する

教職員・支援者向け研修動画
各動画

20分程度

動画は「 」文科省公式チャンネルに掲載しています。

QRコードまたは以下URLから動画・講義資料掲載サイトにアクセスできます。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003_00004.htm

５つの研修内容研修動画の対象

・学校の教職員 ・教育委員会職員

・日本語指導補助者 ・母語支援員

その他、外国人児童生徒等の教育や

支援等に携わる方の研修に活用いた

だけます。

▪校内研修において動画視聴

→動画の内容についてグループ演習

→全体で発表・共有

▪ 教育委員会が実施する研修の事前学

習教材として活用

▪自己研修として個人で動画を視聴

外国人児童生徒等の受入れやその支援のための体制づくりをはじめ、日本語指導の具体的な指導方法など、幅広い内容を取り扱って

います。

研修動画の活用例

学校内外での研修、

個人での研修など

①外国人児童生徒等の受け入れ

②外国人児童生徒等教育の考え方

③日本語指導の方法１

④日本語指導の方法２

⑤外国人児童生徒等のキャリア教
育

全国の学校教育関係職員を始め、外国人児童生徒等の教育に携わる支援者等を対象に、
学校での円滑な受け入れや指導・支援について、必要な知識を学んでいただくための研修動画です。
各動画とも ２０ 分～３０ 分で学べる内容になっています。
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各動画の内容紹介

① 外国人児童生徒等の受け入れ

外国人児童生徒等教育に関する制度や受入れ状況に係る基本情報を知り、学校において、生活面や学習面（日本語・教科）の指導・支

援を組織的に行うための体制作りについて理解します。

② 外国人児童生徒等教育の考え方

③ 日本語指導の方法 １

④日本語指導の方法 ２

外国人児童生徒等の教育に必要な基本的な考え方を理解し、文化間移動と発達の観点から外国人児童生徒等の状況を把握して、ことばの教
育の

あり方を考えます。

子供一人一人の多様な実態に応じて日本語のコース設計をすることの重要性を理解し、日本語の初期段階の指導として、サバイバル日本

語、日本語基礎のプログラムの内容と指導方法を学びます。

日本語の中・後期段階の指導として、技能別日本語、教科等と日本語の統合学習（JSLカリキュラム）のプログラムの内容と指導方法を学びます。

⑤ 外国人児童生徒等のキャリア教育

ライフコースの視点から、外国人児童生徒等の社会的経済的な自立に向けて基盤となる力や考え方を育てるためのキャリア教育の重要

性を知り、かれらの社会参加を支えるために教育コミュニティを形成することが必要であることを理解します。

各動画
20分程度

京都市教育委員会

豊橋市教育委員会

甲府市立大国小学校

東 京 学 芸 大 学

京 都 教 育 大 学

横浜市教育委員会

大菅佐妃子 副主任指導主事

築 樋 博 子 外国人児童生徒教育相談員

今 澤 悌

齋藤ひろみ 教授

浜 田 麻 里 教授

土 屋 隆 史 主任指導主事 教諭

研修講師
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各動画

10分程度

動画は「 」文科省公式チャンネルに掲載しています。

QRコードまたは以下URLから動画・関係資料掲載サイトにアクセスできま

す。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003_00004.htm

これから日本の学校に通う

外国人児童やその保護者など

内容

「はじめまして！今日からともだち」は、外国から来た主人公が、はじめて小学校に登校した日のお話し
です

「おしえて！日本の小学校」では、小学校における学校生活の様子や習慣などについて紹介しています。

就学案内で

・自治体窓口で外国人保護者に動画を案内し、家庭で子供と一緒に見てもらう

・外国人向け就学説明会で動画を上映し、学校の様子を知ってもらう

プレスクールで

・動画を上映し、外国人の子供やその保護者に、学校の様子を知ってもらう

・毎日の持ち物や掃除・給食当番など、学校のきまりについて学ぶ

日本語

英 語

中国語

ベトナム語

スペイン語

ポルトガル
語

フィリピノ
語

外国人児童・保護者向け動画
「はじめまして！今日からともだち」

「おしえて！日本の小学校」
７言語に
対応

日本の小学校の学校生活の様子について、アニメーションで紹介します。

対象

活用場面

Fals

e 

さらに

７言語を作成予定

韓国・朝鮮語

インドネシア語

タイ語

ミャンマー語

カンボジア語

ネパール語

モンゴル語
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活用方法

【はじめての学校】

【おしえて！日本の小学校】

内容

内容

主人公は小学校３年生。外国から来日し、日本の小学校に通学することになりました。

「日本語がわかるかな？」「友達はできるかな？」主人公が、はじめて小学校に通う日々のお話しです。

日本の学校生活に関する紹介動画です。学校の行事をはじめ、学校生活の習慣やきまり、毎日の持ち物など、

学校 でどのように過ごすのか、わかりやすく紹介しています。

◎学校行事や持ち物などは学校・地域によって異なるため、詳細は各学校等で補足説明してくださ
い。
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就学・進学機会の確保・その後の継続的な支援
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（１）就学状況の把握状況
Ⅰ 学齢相当の外国人の子供の人数（住民基本台帳上の人数123,830人
Ⅱ 学齢相当の外国人の子供の就学状況の把握状況（下表）
Ⅲ 不就学の可能性があると考えられる外国人の子供の数を単純合計すると（③＋⑤＋⑥） 、

19,471人となる。（さらに④を加えると22,488人。）

※ ④には、出国者も多く含まれるが、国内転居の後に不就学状態になっている者も含まれている可能性がある。他方、⑤、⑥
には、実際には就学者も含まれている可能性があると考えられる。今回の調査は、あくまで市町村教育委員会が把握してい
る外国人の子供の就学状況について調査を行ったものであるため、設置主体が当該市町村教育委員会とは異なる学校（国
私立学校、外国人学校等、他市町村の学校）については、実際には在籍していても、当該市町村教育委員会がその状況を把
握していないなど、実際の在籍状況とは異なる場合もあり得る。

※ 上表の「計113,698人」と「⑥10,183人」を足しても「（１）Ⅰ123,830人」にならないのは、 ⑥の算出に当たり、（１）Ⅰで無回答
だった地方公共団体の①～⑤の人数を除いているためである。

外国人の子供の就学状況等調査結果（確定値）

調査基準日：原則として令和元年５月１日

区分
住民基本台
帳上の人数

市町村教育委員会から報告のあった人数
（参考）

⑥住民基本台
帳上の人数と

の差(人)

就学者数
③

不就学

④
出国・転居
(予定含む)

⑤
就学状況

確認できず

計
(人)①義務教育

諸学校
②外国人
学校等

小学生相当 計 87,033 68,237 3,374 399 2,204 5,892 80,106 
6,960

(構成比) (85.0％) (4.2%) (0.5%) (2.8%) (7.4%) (100.0%)

中学生相当 計 36,797 28,133 1,649 231 813 2,766 33,592 
3,223

(構成比) (83.7%) (4.9%) (0.7%) (2.4%) (8.2%) (100.0%)

合計 123,830 96,370 5,023 630 3,017 8,658 113,698 
10,183

(構成比) (84.8%) (4.4%) (0.6%) (2.7%) (7.6%) (100.0%)
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「外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針」（令和２年７月１日 文部科学省）

１．外国人の子供の就学の促進及び就学状況の把握

（１）就学状況の把握
●教育委員会が住民基本台帳部局等と連携し、学齢簿において外国人の子供の就学状況も一体的に管理・把握する
●外国人学校等も含めた就学状況の把握

（２）就学案内等の徹底
●就学に関する広報・説明の実施 ●住民基本台帳等の情報に基づく就学案内の送付 ●日常生活で使用する言語での情報提供
●個別の就学勧奨の実施 ●プレスクールや初期集中指導等、円滑な就学のための取組 ●幼稚園等への就園機会の確保

（３）出入国記録の確認
●必要に応じ、在留外国人出入国記録の照会等の手段を活用し、居住実態を把握

2．学校への円滑な受入れ

●教育委員会と住民基本台帳部局・国際交流部局・福祉部局等、公共職業安定所、地方入管等、支援団体や日本語学校等との連携

「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」（令和２年６月23日閣議決定）に基づき、外国人の子
供たちが将来にわたって我が国に居住し、共生社会の一員として今後の日本を形成する存在であることを前提に、日本における生活の基礎を身に
付け、その能力を伸ばし未来を切り拓くことができるよう、外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等のために地方公共団体が講ずべき事項
を指針として策定。

（１）就学校の決定に伴う柔軟な対応
●通学区域内の義務教育諸学校において受入れ体制が整備されていない場合、保護者申し立てにより受け入れ体制が整った学校への就学校変更

（２）障害のある外国人の子供の就学先の決定
●総合的な観点からの就学先決定、言語・教育制度・文化的背景の違いに留意した本人や保護者への丁寧な説明

（３）受入れ学年の決定等
●ただちに年齢相当学年の教育を受けることが適切でないと認められるときに、下学年への入学を認める
●進級・卒業に当たり、学習の遅れに対する不安により保護者等からの要望がある場合に、補充指導や、進級・卒業の留保などの措置をとる

（４）学習の機会を逸した外国人の子供の学校への受入れ促進
●本人や保護者の希望に応じ、日本語学校・日本語教室等での受け入れ、学校生活への適応につなげる支援、望ましい時期での学校への入学

（５）学齢を超過した外国人への配慮
●本人の希望等を踏まえ公立中学校での受入れが可能、夜間中学を設置している自治体においては夜間中学への入学が可能であることを案内

（６）高等学校等への進学の促進
●早い時期から進路ガイダンス・進路相談等を実施 ●公立高等学校入学者選抜において、外国人生徒特別定員枠の設定等の取組を推進

３．外国人関係行政機関・団体等との連携の促進
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外国人の子供の就学状況の把握・就学促進に関する取組事例

本資料は、令和元年に実施した外国人の子供の就学状況等調査の回答を元に、一部の地方公共団体及び教育委員会の協力

を得て更に聴き取り等を実施し、他の教育委員会等の取組の参考となる事例をとりまとめたものです。

外国籍の方の転入があったら・・・
Point１

住民登録窓口での働きかけ・教育委員会との情報共有

住民登録手続きは、行政窓口に足を運んでもらえる貴重な機会！
～工夫例～
✔ 就学手続きの案内（多言語対応）を配布
✔ 住民登録システムと学齢簿システムの連携による情報共有

→ 学齢簿に準ずるものの整備
✔ 教育委員会への案内（確実に案内するため、通訳が引率する例も）

外国語での就学案内の送付
Point２

新１年生に対して・・・

内容を読んで認識してもらうことがスタート！
～工夫例～
✔ 多文化共生担当部局と連携した翻訳文書の作成
✔ 郵送に限らず、幼稚園・保育所を通じた就学のお知らせも
✔ 送付して終わりではなく、入学希望の返信がない場合には電話や訪問による確認を実施

電話や家庭訪問による就学状況の確認・就学促進
Point３

不就学または就学状況が不明な子供に対して・・・

就学の重要性を丁寧に説明、通訳や国際交流協会とも上手く連携！
～工夫例～
✔ 通訳の同行、国際交流協会への委託
✔ 子供の将来のための就学の重要性を丁寧に説明（外国人学校の選択肢を紹介する例も）
✔ 入学後のサポートについても説明し、不安を解消

上記の他にも事例を多数ご紹介しています。また、様々なお役立ちツールもご紹介しています。

https://www.mext.go.jp/content/20200326-mxt_kyousei01-000006114_03.pdf

https://www.mext.go.jp/content/20200326-mxt_kyousei01-000006114_04.pdf 21



最近の主な動き
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中央教育審議会答申「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供
たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～」（令和３年
１月２６日）において、「増加する外国人児童生徒等への教育の在り方」が盛り込
まれた。

中央教育審議会における検討

令和元年度に「外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議」を設置し、
外国人児童生徒等教育の充実や外国人の子供の就学機会の確保等に関する提言を取
りまとめた。

有識者会議における検討

日本語指導、多文化共生等に関する有識者・専門家31名で構成。外国人児童生徒
等の教育に関する文部科学省の施策への助言を行うとともに、自治体に赴き、教員
研修の講師や指導助言等を実施する。

外国人児童生徒等教育アドバイザリーボードの設置

令和３年度に「高校学校における日本語指導の在り方に関する検討会議」を設置
し、高等学校における「特別の教育課程」制度化と日本語指導の充実方策等に関す
る提言を取りまとめた。

高校学校における日本語指導の在り方に関する検討会議における検討
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「令和の日本型学校教育」の構築を目指して
～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～(答申)【概要】

１．急激に変化する時代の中で育むべき資質・能
力
⚫社会の在り方が劇的に変わる「Society5.0時代」の到来

⚫新型コロナウイルスの感染拡大など先行き不透明な「予測困難な

時代」

一人一人の児童生徒が，自分のよさや可能性を認識す
るとともに，あらゆる他者を価値のある存在として尊重し
，多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り
越え，豊かな人生を切り拓き，持続可能な社会の創り
手となることができるようにすることが必要

新学習指導要領の着実な実施

ＩＣＴの活用

２．日本型学校教育の成り立ちと成果，直面する課題と新たな動きについて

第Ⅰ部 総論

必要な改革を躊躇なく進めることで，従来の日本型学校教育を発展させ，「令和の日本型学校教育」を実現

⚫学校が学習指導のみならず，生徒指導の面でも主要な役割を担い，児童生徒の状況を総合的に把握して教師が指導を行うことで，子供たちの知・徳・体を
一体で育む「日本型学校教育」は，諸外国から高い評価

⚫新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，全国的に学校の臨時休業措置が取られたことにより再認識された学校の役割
①学習機会と学力の保障 ②全人的な発達・成長の保障 ③身体的，精神的な健康の保障（安全・安心につながることができる居場所・セーフティネット）

⚫本来であれば家庭や地域でなすべきことまでが学校に委ねられることになり，結果として学校及び教師が担うべき業務の範囲が拡大され，その負担が増大

⚫子供たちの多様化（特別支援教育を受ける児童生徒や外国人児童生徒等の増加，貧困，いじめの重大事態や不登校児童生徒数の増加等）

⚫生徒の学習意欲の低下

⚫教師の長時間勤務による疲弊や教員採用倍率の低下，教師不足の深刻化

⚫学習場面におけるデジタルデバイスの使用が低調であるなど，加速度的に進展する情報化への対応の遅れ

⚫少子高齢化，人口減少による学校教育の維持とその質の保証に向けた取組の必要性

⚫新型コロナウイルス感染症の感染防止策と学校教育活動の両立，今後起こり得る新たな感染症への備えとしての教室環境や指導体制等の整備

成 果

課 題

子供たちの意欲・関心・学習習慣等や，高い意欲や能力をもった教師やそれを支える職員の力により成果を挙げる一方，変化する社会の中で以下の課
題に直面

教育振興基本計画の理念
（自立・協働・創造）の継承

学校における
働き方改革の推進

GIGAスクール構想の
実現

新学習指導要領の
着実な実施

令和３年１月２６日
中 央 教 育 審 議 会
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５．増加する外国人児童生徒等への教育の在り方について

⚫ 外国人の子供たちが共生社会の一員として今後の日本を形成する存在であることを前提に，関連施策の制度設計を行うことが必要
⚫ キャリア教育や相談支援の包括的提供，母語・母文化の学びに対する支援が必要
⚫ 日本人の子供を含め，異文化理解・多文化共生の考え方に基づく教育の更なる取組

(１) 基本的な考え方

(２) 指導体制の確保・充実

① 日本語指導のための教師等の確保

• 日本語と教科を統合した学習を行うなど，組織的かつ体系的な指導が必要
• 日本語指導が必要な児童生徒への指導体制の充実
• 日本語指導・母語による支援等の専門スタッフの配置促進と支援体制の構築

② 学校における日本語指導の体制構築

• 日本語指導の拠点となる学校の整備と，拠点校を中心とした指導体制の構築
• 集住・散在等，地域の実情を踏まえた体制構築の在り方の検討
• 拠点校方式等の指導体制構築や初期集中支援等の実践事例の周知

③ 地域の関係機関との連携

• 教育委員会，首長部局，地域のボランティア団体，日本語教室等の関係
機関との連携促進

• 特に，教員養成大学や外国人を雇用する企業等との連携

(４) 就学状況の把握，就学促進

⚫ 学齢期の子供を持つ外国人に対する，就学促進の取組実施
⚫ 学齢簿の編製にあたり全ての外国人の子供の就学状況についても一体的に管理・
把握するなど地方公共団体の取組促進，制度的な対応の在り方の検討

⚫ 義務教育未修了の外国人について，公立中学校での弾力的な受入れや夜間中学
の入学案内の実施促進

(３) 教師等の指導力の向上，支援環境の改善

① 教師等に対する研修機会の充実

• 「外国人児童生徒等教育を担う教師等の養成・研修モデルプログラム」の普及
• 日本語指導担当教師等が専門知識の習得を証明できる仕組みの構築

② 教員養成段階における学びの場の提供

• 教員養成課程における外国人児童生徒等に関する内容の位置付けの検討

③ 日本語能力の評価，指導方法・指導教材の活用・開発

• 「外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメントDLA」や外国人児童生徒
等教育アドバイザーを活用した，日本語能力評価手法の普及促進

• 情報検索サイト「かすたねっと」に登録する教材等の充実や検索機能の充実，
多言語により学校生活を紹介する動画コンテンツの作成・配信

④ 外国人児童生徒等に対する特別な配慮等

• 障害のある外国人児童生徒等に対して，障害の状態等に応じたきめ細かい指
導・支援体制の構築

• 障害のある外国人児童生徒等の在籍状況や指導・支援の状況把握

(５) 中学生・高校生の進学・キャリア支援の充実

⚫ 外国人児童生徒等の進学・就職等の進路選択の支援
⚫ 公立高等学校入学者選抜における外国人生徒等を対象とした特別の配慮（ル
ビ振り，辞書の持ち込み，特別定員枠の設置等）について，現状把握，情報
共有による地方公共団体の取組促進

⚫ 中学校・高等学校段階における進路指導・キャリア教育の取組促進
⚫ 取出し方式による日本語指導の方法や制度的な在り方，高等学校版JSLカリキ
ュラムの策定の検討

⚫ 小・中・高等学校が連携し，外国人児童生徒等のための「個別の指導計画」を
踏まえた必要な情報整理・情報共有の促進

(６) 異文化理解，母語・母文化支援，幼児に対する支援

⚫ 学校における異文化理解や多文化共生の考えが根付くような取組促進
⚫ 異文化理解・多文化共生の考え方に基づく教育の更なる普及・充実，教員養成
課程における履修内容の充実

⚫ 家庭を中心とした母語・母文化定着の取組の促進，学校内外や就学前段階に
おける教育委員会・学校とNPO・国際交流協会等の連携による母語・母文化に
触れる機会の獲得

⚫ 幼児期の特性を踏まえた指導上の留意事項等の整理，研修機会の確保

第Ⅱ部 各論

25



外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議 報告書（概要）

基本的な考え方

検討の背景

➢日本語指導を必要とする児童生徒は平成30年度に５万人を超え、母語の多様化も進行。新たな在留資格の創設により、今後更なる在留外国人の増加が見込まれる。
➢国が初めて実施した調査により、約２万人の外国人の子供が就学していない可能性があるか、就学状況が確認できていない状況にあることが明らかに。
➢ 「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（平成30年12月）、中央教育審議会に対する諮問（平成31年４月）等も踏まえ、更なる充実の方向性を検討。

➢外国人の子供たちが将来にわたって我が国に居住し、共生社会の一員として今後の日本を形成する存在であることを前提に制度設計を行うことが必要。「誰一人取り残さ
ない」という発想に立ち、社会全体としてその環境を提供できるようにする。（すべての外国人の子供が就学することを目標に）

➢就学前段階や高等学校段階、学校卒業後も見据えた体系的な指導・支援、また、日本語教育のみならず、キャリア教育や相談支援などを包括的に提供する必要。
➢学齢期から様々なルーツを有する子供達がともに学習することで、国際的な視点を持って社会で活躍する人材となり得ることを重視し、指導に取り組む。

速やかに実施すべき施策
（可能なものから速やかに具体化を図り、施策として実行）

実現に向けて取り組む課題
（順次、施策化に必要な制度的対応や予算を検討）

1.指導体制の確保・充実
• 国の補助事業（拠点校方式等の指導体制構築、初期集中支
援の実施、支援員配置、ICT活用 等）の一層の活用促進

• 散在地域の指導体制構築に関し、実践研究を実施し、その成
果を全国に普及

• 「日本語教師」を、学校での日本語指導に積極的に活用（特別免
許状、特別非常勤講師制度の活用も検討）

• 「GIGAスクール構想」の検討と共に、ICT教材の活用、遠隔授業の
実施等を推進

2.日本語指導担当教師
等の指導力の向上、
支援環境の改善

• 教員研修のための「モデルプログラム」を全国展開
• 教師が外国人児童生徒等について効率的に必要な知識や技能
を得られる研修用動画を作成

• 「かすたねっと」（教材等の情報検索サイト）の機能強化等

• 大学等における履修証明等により、日本語指導担当教師が専門的
な知識を得られる仕組みを検討

• 教員養成における外国人児童生徒等に関する内容の位置付けにつ
いて検討

• JSLカリキュラムの改訂や高等学校版JSLの策定を順次検討

3.就学状況の把握、

就学の促進

• 外国人の子供の就学促進に関する先進事例を自治体に提供
• 教育委員会と住民基本台帳部局等の連携促進
• 地方公共団体における就学促進の取組について継続的に調査
• 日本語教育推進法の基本方針に就学促進を位置付け

• 地方公共団体が講ずべき事項に関する指針を作成
• 住民基本台帳等に基づき学齢簿に準じるものを作成する等、更なる
制度的な対応の在り方を検討（外国人の子供の保護者に就学義
務を課すことについては、引き続き慎重に検討）

4.中学生・高校生の進

学・キャリア支援の充

実

• 公立高等学校入学者選抜における先進事例を地方公共団体
に提供し、各地域の実情に応じた取組を促進

• 国の補助事業（日本語指導体制構築、進路指導・キャリア教
育の充実 等）の継続実施と一層の活用促進

• 高等学校における「特別の教育課程」の適用を含め、日本語の指導
方法や制度的な在り方について検討

• 外国人学校等を卒業した外国人生徒について、高等学校入学者
選抜の受検資格に関し、より適切な配慮が行われるための方策を検
討

5.異文化理解、母語・母

文化支援、幼児に対す

る支援

• 異文化理解・多文化共生の考え方に基づく教育の在り方につい
て、大学や教育委員会、学校等の協力を得て研究を実施

• 外国人幼児のための就園ガイド等を作成

• 教育委員会、外国人学校、国際交流協会等との連携により、母
語・母文化を尊重した取組の推進

• プレスクール等の取組の更なる推進方策を検討

分野ごとの主な施策

令和２年３
月
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外国人児童生徒等教育アドバイザリーボード設置

１．趣 旨
地方公共団体における外国人児童生徒等の教育・支援体制の構築を図るとともに、日本語指導等に携わる教師の資

質能力の向上のため、文部科学省に外国人児童生徒等教育アドバイザリーボードを設置し、外国人児童生徒等教育ア
ドバイザーの派遣等を実施する。

２．外国人児童生徒等教育アドバイザーの業務
（１）地方公共団体に対する、外国人児童生徒等教育の推進に係る助言
（２）地方公共団体等が実施する日本語指導等の充実に資する研修の企画立案に対する助言
（３）地方公共団体が実施する日本語指導等の指導者養成研修における指導
（４）今後の外国人児童生徒等に対する支援方策の検討
（５）その他

３．その他
派遣業務に係るアドバイザーへの旅費・謝金等については、文部科学省から支出する。

４．外国人児童生徒等教育アドバイザー（五十音順・敬称略）
市川 昭彦 大泉町立北小学校教諭
市瀬 智紀 宮城教育大学教員養成学系教授
今澤 悌 甲府市立大国小学校教諭
内海 由美子 山形大学教授
海老原 周子 (NPO)ｶﾀﾘﾊﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ・（一社)kuriya代表
大菅 佐妃子 京都市教育委員会副主任指導主事
川口 直巳 愛知教育大学准教授
小島 祥美 東京外国語大学准教授
近田 由紀子 目白大学専任講師
齋藤 ひろみ 東京学芸大学教職大学院教授
櫻井 敬子 浜松市立芳川北小学校校長
櫻井 千穂 大阪大学大学院言語文化研究科講師
佐藤 郡衛 明治大学特任教授
渋谷 恵 明治学院大学教授
菅長 理恵 東京外国語大学大学院教授
高橋 清樹 (NPO)多文化共生教育ﾈｯﾄﾜｰｸかながわ事務局長

武 一美 (NPO)多文化共生教育ﾈｯﾄﾜｰｸかながわ副理事長
築樋 博子 豊橋市教育委員会外国人児童生徒教育相談員
角田 仁 東京都立町田高等学校定時制課程主任教諭
土屋 隆史 横浜市教育委員会主任指導主事
中川 祐治 大正大学准教授
西村 綾子 福岡市立松島小学校校長
花島 健司 港区立笄小学校主任教諭
浜田 麻里 京都教育大学教授
原 瑞穂 上越教育大学大学院准教授
林 宣之 福生市立福生第一小学校校長
松尾 知明 法政大学教授
村松 好子 兵庫県立東はりま特別支援学校校長
森茂 岳雄 中央大学教授
吉田 かをる 三重県教育委員会研修企画・支援課課長
山﨑 一人 大阪市教育委員会ﾌﾟﾚｸﾗｽｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ



○増加する外国人児童生徒等に対する指導・支援、多文化共生の取組等について、

教育委員会・大学等へのアドバイスや教員研修の充実のため、「外国人児童生徒等教育アドバイザー」
の派遣を実施。

○アドバイザーは、日本語指導の経験が豊富な教員、日本語教育や多文化共生の研究者など

31名を委嘱（令和３年度）。

このようなご希望やお悩み・・・

大学で…

◆教員志望の学生に、外国人
児童生徒等の教育について
学ばせたい。

どんなカリキュラムがいい

のか…。

教育委員会で…

◆外国人散在地域のため、
対応が遅れている。外国
人児童生徒等の対応施策
について、専門的な見地
からアドバイスが欲しい。

地域で…

◆子どものいる外国人家庭
がとても多い。

ＮＰＯと連携して、支援

の取組ができないか…。

◎外国人児童生徒等教育アドバイザー派遣の流れ

①申請

•自治体・大学（短大含む）から文部科学省に対し、アドバイ

ザー派遣申請を提出

②アドバイ

ザー決定

•派遣申請の内容に基づき、 派遣するアドバイザーを文部科学

省が決定

•助言を受ける内容等の詳細は、アドバイザーと派遣先自治体

等が直接相談

③派遣実施

•アドバイザーが自治体等を訪問し、研修講師や指導助言など

を実施（オンラインでも対応可能です）

•派遣を受けた自治体等は、文部科学省に実施報告を提出

派遣費用は
文科省が負担

詳細については、文部科学省HPをご覧ください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1418999.htm

外国人児童生徒等教育アドバイザーがお手伝い

します！

教育委員会で…

◆外国人児童生徒等の教育に
ついて研修をやりたい ！
そのために、経験豊富な
講師を招きたい。

文部科学省 外国人児童生徒等教育アドバイザー
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高等学校等における日本語指導の制度化及び充実方策について（報告）概要

制度化の必要性等

現状と検討の背景

• 高等学校に在籍する日本語指導が必要な生徒は増加しており、平成30年度で４千人を超える状況（10年前の2.7倍）

• 義務教育段階においては、「特別の教育課程」を編成して日本語の特別の指導を実施しているが、高等学校段階では同様の制度が導入されていない

• 令和３年１月の中教審答申において、高等学校における「特別の教育課程」の適用を含め、日本語指導の制度的な在り方等の検討を進めることが提言

制度化の在り方

• 日本語指導が必要な生徒の在籍が多い高等学校では、日本語に関する学校設定教科・科目を設置して指導が行われている

• しかし、日本語指導が必要な生徒の日本語の能力は様々であり、個々の生徒の状況に応じたきめ細かな日本語の指導が必要

⇒ 高等学校においても「特別の教育課程」編成・実施の制度を導入し、生徒の日本語の能力等に応じた個別の指導を行うことを可能とする必要がある

• 義務教育段階における「特別の教育課程」編成・実施と同様の制度とすることを基本とするが、高等学校における教育の特徴（多様な課程・学科の設置、必履修教科・

科目等の設定、単位による履修・修得と卒業の認定等）を尊重した内容とすべき

教育課程上の位置付け 「特別の教育課程」による日本語の指導を高等学校の
教育課程に加える、又はその一部に替えることができるこ
ととする
※学校設定教科・科目の設置との併用は可能

指導計画の作成 日本語の能力等に応じた指導の目標・指導内容等を
明記した「個別の指導計画」を作成
※中学校で「特別の教育課程」による指導を受けていた生徒
が、高等学校でも特別の指導を受ける場合は、指導計画が
中学校から引き継がれる仕組みが必要

日本語指導の対象とす
る生徒

日本語の能力に応じた特別の指導を行う必要がある生
徒
※日本語指導の知見のある者が参加し、多面的な観点から判
断

単位認定、学習評価 日本語の能力等を多面的な観点について把握して学
習の評価を実施し、その結果に基づいて単位を修得した
ことを認定

指導の内容 学校生活や各教科等の学習に、日本語で取り組むこと
ができることを目的とする指導

全日制・定時制・通信制
の課程ごとの制度設計の
違い

全ての課程において、「特別の教育課程」を編成し日本
語指導を行うことを可能とする

指導の実施形態 ・在籍学校における指導 ・他校における指導 指導に当たる教員等 高等学校教諭免許状を有する教師が担当し、日本語
指導の専門知識を有する外部人材も積極的に活用す
べき指導時間・単位数 小・中学校等における日本語の指導の授業時数の標準

(10単位時間～280単位時間)を目安として検討

充実方策

• 高等学校は、教育委員会・NPO等と連携し、組織的な指導体制づくりに取り組むことが重要。日本語指導に加えて、キャリア教育や多文化共生等の取組も推進すべき

• 教育委員会は、関係機関と連携した専門人材派遣や中学校と高等学校の連携体制構築、教師の専門性の向上に取り組むことが必要

• 国は、指導体制構築の手引と日本語指導等のカリキュラムづくりのガイドラインを作成し、教育委員会・学校に提供するとともに、補助事業やアドバイザー派遣事業を活用し、

高等学校等の指導体制構築を支援する
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